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会議などを公開します

傍聴希望者の受け付けは、会議開
始の 30 分前～ 10 分前に各会場
前で行います。当日先着順です。
■市民病院地域医療支援委員会
日・時５月14日㈭午後2時　場市
民病院（額原町）　内地域医療支援
病院業務報告ほか 定５人 問医
療マネジメント課445 －1000
■スポーツ推進審議会
日・時５月 15 日㈮午後３時　場
市立公民館（堺町）　内スポーツ
振興主要事業ほか　定５人 問ス
ポーツ振興課 447 －7073　

423－5030
■男女共同参画推進審議会
日・時５月 21日㈭午後１時　場男
女共同参画センター（加守町4丁

目）　内男女共同参画推進施策ほか
定５人 問人権・男女共同参画課
 429－9858　 441－2536
■人権尊重のまちづくり審議会
日・時５月22日㈮午前 10 時　場
男女共同参画センター　内今後の
人権施策の検討　定５人　問人権・
男女共同参画課 429 － 9833　
 441 － 2536
■指定管理者審査委員会
日・時５月25日㈪午後２時　場市役
所新館4階（岸城町）　内岸和田だ
んじり会館、岸和田市営駐車場、
岸和田城、二の丸広場観光交流セ
ンター及び千亀利公園の募集関係
資料の審査 定10 人　問行財政
改革課 423－ 9405
■景観審議会
日・時５月25日㈪午後３時　場市
役所新館４階　内景観審査小委員
会委員の選出ほか　定８人　問都
市計画課 423－ 9538
■介護保険事業運営等協議会・地域
　包括支援センター運営協議会・地
　域密着型サービス等運営委員会
日・時５月29日㈮午後２時　場市役

所新館４階　内第10期介護保険事
業計画策定ほか　定５人　問介護
保険課 423－ 9474
■障害者施策推進協議会
日・時６月２日㈫午前 10時　場市
役所新館 4階　内次期障害者計
画・障害福祉・障害児福祉計画ほ
か 定10 人　問障害者支援課

423－ 9549　 431－ 0580

マイナンバーカードのお知らせ

■休日開庁
カードの受け取り（予約優先）、
電子証明書の更新、住所・氏名な
どの変更に伴う券面事項変更など
の手続きができます。
日・時５月23日㈯、６月28日㈰午
前９時～正午　予約・問QRコード
または電話で市民課へ 423 －
9751（予約専用電話
番号）、 423 － 95
09
■申請・受け取りサポートの報償金
施設や支援団体によるマイナンバー
カードの申請サポート・受け取り

サポートに対して報償金を給付しま
す。事前の申し込みが必要です。令
和８年度のサポート実施申込期間は
12月 11日㈮までです。詳しくは
市ホームページをご確認ください。
問市民課423－ 9752

臨時休場・休館のお知らせ

■岸和田城（岸城町）
日展示入れ替えのため、５月11日
㈪～ 13日㈬は臨時休場します。
■二の丸広場観光交流センター
　（岸城町）
日消防設備点検のため、５月 12
日㈫は休館します。
問岸和田市観光振興協会436－
0914

費用の一部を補助します住宅の耐震診断や改修、空家のリフォーム、不良空家や耐震性不足の木造住宅の除却

しくは本工事により耐震改修工事を行うもの
補助金額上限額 100 万円（リフォーム費用の３分の２）
募集件数３件程度（申込先着順）
■④不良空家の除却
　倒壊などで周辺に危険が及ぶ恐れのある空家の除却費用の一部を補助し
ます。事前調査が必要です。まずは事前調査をお申し込みください。
対１年以上空家となっている木造住宅で、市職員が実施する事前調査
により不良空家であると判定されたもの　
補助金額上限額 80万円（除却工事費用の 10分の８）
募集件数10 件程度（申込先着順）
■⑤木造住宅の除却
耐震性が不足している木造住宅の除却費用の一部を補助します。
対昭和 56年 5月 31 日以前に建築された木造住宅のうち、耐震性が
ないと判断されたもの　
補助金額上限額 40万円（除却工事費用の 10分の７）
募集件数30 件程度（申込先着順）
申・問５月7日㈭～12月18日㈮ （④のみ 11月30日㈪まで） に、住宅政
策課で配布する申込書（市ホームページからダウンロード可）に必
要書類を添付し、直接、住宅政策課住宅政策担当へ 447－ 6513

■①耐震診断補助
対昭和 56年 5月 31日以前に建築された住宅　
補助金額木造住宅…上限額 1戸あたり５万円（診断費用の 11 分の
10）、その他の構造の住宅…上限額 1戸あたり 2万 5,000 円（診
断費用の２分の１）
募集戸数25 戸程度（申込先着順）
■②耐震改修設計補助、耐震改修（耐震シェルター含む）補助
対昭和 56年 5月 31日以前に建築された木造住宅
補助金額耐震改修設計…上限額1戸あたり10万円（補強設計費用の
10分の７）、耐震改修工事…上限額1戸あたり85万円（耐震補強工事
費用の10分の７）※所得により上限が変わる場合あり
募集戸数５戸程度（申込先着順）
※①②は事前に耐震バンクへの登録が必要です。
■③空家のリフォーム補助
　市内の空家を取得し、市外から転入しようとする人
に対して、リフォーム費用の一部を補助します。
対市外からの転入者で、10年以上定住する意思のある人　
対象空家木造住宅で、昭和56年６月１日以降に建築されたもの、また
は昭和56年５月31日以前に建築され耐震性が確認されたもの、も

耐震バンクの
登録はこちら


